
奈良工業高等専門学校出納及び債権管理事務取扱要項 

 

 

平成３０年 ８月 １日制定 

（目的） 

第１条 奈良工業高等専門学校における出納及び債権管理に関する事務の取扱いについて

は、独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則（平成１６年規則第３４号、以下「会計

規則」という。）、独立行政法人国立高等専門学校機構会計事務取扱規則（平成１６年規

則第３６号、以下「会計事務取扱規則」という。）、独立行政法人国立高等専門学校機構

出納事務取扱規則（平成１６年規則第３７号、以下「出納事務取扱規則」という。）、独

立行政法人国立高等専門学校機構債権管理規則（平成２４年規則第１１１号、以下「債権

管理規則」という。）、独立行政法人国立高等専門学校機構預り金取扱規則（平成２０年

規則第７７号、以下「預り金規則」という。）及びその他の法令に基づく特別の定めのあ

る場合を除くほか、この要項の定めるところによる。 

（債権の管理方法） 

第２条 債権管理については、財務会計システムに記録することにより行う。ただし、財務

会計システムに記録できないものは、学納金システム及び紙媒体で記録する。 

（債権発生等の通知） 

第３条 債権管理規則第５条に基づく通知義務者から出納命令役への債権及び寄附金・科研

費・補助金・雑入（以下、債権等という。）の発生等の通知は、収入金調査書（別紙第１

号様式）により行うものとする。 

２ 前項に掲げる通知義務者のうち、総務課に係るものについては、担当課長補佐とする。 

３ 預り金規則第４条１項に基づく事務委託預り金についても前２項を準用する。 

４ 次の場合は、収入金調査書を省略する。 

一 業務上直ちに収入金の収納するとき。 

二 仮受金、前受金又は預り補償金を収入金に振り替えようとするとき。 

三 預り金規則第４条２項に基づくその他の預り金を収納するとき。 

（収入金の調査決定） 

第４条 出納命令役は、前条第１項及び第２項に基づき通知義務者から通知があったときは、

収入契約決議書、請求依頼書、入金伝票のいずれかをもって調査決定するものとする。 

２ 前条第３項の各号に定めるものについては、入金伝票又は振替伝票をもって調査決定す

るものとする。 

（納入の請求） 

第５条 出納命令役は、調査決定に基づき、債務者に対し請求書により納入の請求をするも

のとする。ただし、請求と同時に即納される場合にあっては、口頭により請求することが

できるものとする。 



 

（債権の保全措置） 

第６条 出納命令役は、その所掌に属する債権のうち授業料及び寄宿料債権については、次

のとおり保全措置を取るものとする。 

一 納入期限３か月を経過してもなお未納者がある場合には、滞納者名簿（別紙第２号様

式）を作成し、学級担任教員へ通知するものとする。 

二 出納命令役は前項により通知した後なお滞納者がある場合は、適宜本人又は連帯保証

人（保護者）に督促状（別紙第３号様式）をもって督促しなければならない。 

三 後期においては、前各項に関わらず、適宜学級担任教員に通知した後、本人又は連帯

保証人（保護者）に督促し滞納者の一掃に努めなければならない。 

        

附 則 

１ この要項は、平成３０年８月１日から施行する。 

２ この要項施行に伴い、奈良工業高等専門学校出納及び債権管理事務取扱規程（平成１６

年４月１日制定）は廃止する。 



別紙第１号様式

奈良工業高等専門学校

納入者

住　所

氏　名

備　考

日

発生区分 増　　　　　・　　　　　減 発生の原因

納入金額 円 債権の種類

日

件　　名 発生年月日 平成 年 月

平成 年 月

通知義務者

課長
課長補佐
専門員

専門職員
係長

係 通知年月日

収 入 金 調 査 書

平成 年度



 年度  期分 　　　　 円

別紙第２号様式

滞　　　　　納　　　　　者　　　　　名　　　　簿

平成　　年　　月　　日現在

学 年 未      納      額 保　　　　　　　証　　　　　　　人 督 促 状 況

学籍番号 滞 納 者 氏 名

学 級 期      別 ２回目

  合　　　　計

金      額 氏         名 住　　　　　　　　所 １回目



別紙第３号様式 
 

第 ○ 号 
平成  年  月  日 

（連帯保証人（保護者）） 殿 
 
                     独立行政法人国立高等専門学校機構 
                     奈良工業高等専門学校出納命令役 
                     事務部長  ○○ ○○ 

 
平成  年度 ○期分授業料等の納入について（督促） 

 
貴殿が保証人になっておられます（学生氏名）殿に対して納入の請求をした下記授業料

等につきまして，平成  年  月  日現在完納されておりません。独立行政法人国立

高等専門学校機構本部から納入督促状が郵送されていることと存じますが，下記振込先ま

で振込いただく，もしくは  月  日（ ）の口座振替，いずれかの方法で納入いただ

きますようお願い申し上げます。 
 

記 
 

１．費目：金額  授業料（ 期分）                  円 
 

合 計                       円 
 

２．納入方法 
１．振込みによる納入 

 
振込先   金融機関 南都銀行     支店名  郡山支店 

             預金種別 普通       口座番号 １０８２３０９ 
             フリガナ ｺｳｾﾝｷｺｳﾎﾝﾌﾞ 

          口座名義 独) 国立高等専門学校機構本部 
               出納命令役 事務局長  
 

    ２．口座振替による納入 
 

月  日（  ）に口座振替を行います。 
 
                         本件についての問い合わせ先 
                          奈良工業高等専門学校  

総務課 財務係 
                           電話：０７４３－５５－６０２３ 
 
 
※ 督促時期・内容により適宜変更して使用すること。 
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